
個人情報保護委員会（第２９８回）議事概要 

 

１ 日 時：令和６年８月 28日（水）１５：００～ 

２ 場 所：個人情報保護委員会 委員会室 

３ 出席者：小川委員長代理、大島委員、浅井委員、清水委員、 

梶田委員、髙村委員、小笠原委員、 

佐脇事務局長、西中事務局次長、小川審議官、大槻審議官、 

佐々木総務課長、吉屋参事官、香月参事官、山口参事官、 

片岡参事官、澤田参事官 

４ 議事の概要 

（１）議題１：「個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則

（案）」に関する意見募集について 

事務局から、資料に基づき説明を行った。 

原案のとおり、決定することとなった。 

 

（２）議題２：監視・監督について 

※内容について非公表 

 

（３）議題３：令和６年度第１四半期における監視・監督の状況について 

事務局から、資料に基づき説明を行った。 

清水委員から「漏えい報告等の処理について、事業者等からの意見も踏

まえ、今年度より監視・監督権限の行使状況について、個別案件の指摘内

容を含めて四半期ごとの概要報告という形で公表の運びとなったことにつ

いては、委員会の活動をより詳しく国民に知っていただく努力の表れとし

て大変有意義なことと考えている。今後は、ステークホルダーからのフィ

ードバックを踏まえて、より良い報告となるように継続して改善をしてい

ただきたいと思う。３年ごと見直しの一環で有識者から、海外の執行機関

では、漏えい報告のみならず個人からの申立てが執行に結び付くケースが

柱となっている例もあるとの示唆を頂いたところであるが、当委員会の広

聴・相談機能あるいは公益通報活動に対する取組の知名度を高めて、より

重要な情報が寄せられるような努力も必要と考えられる。また、今回の報

告徴収・資料提出要求案件には、メディア報道等による情報を基に独自の

調査を行ったものも多く含まれていると思う。広聴・相談室との連携や独

自調査によって端緒情報を把握する努力も続けていっていただきたいと思

う」旨の発言があった。 

小川委員長代理から「清水委員からも詳しい指摘があったが、本資料に記

載されているデータは多くの事業者や行政機関にとって、適正に個人情報

を取り扱うための安全管理措置等を講ずる際に有用だと思う。そのため、ホ



ームページで公表するほか、情報提供等のやり方を工夫していただきたい

と思う」旨の発言があった。 

原案のとおり、決定することとなった。 

 

以上 


